
後期高齢者医療制度
の被保険者

（75歳以上の方・一定の障害の

　ある65歳以上75歳未満の方）

各医療保険
（健保組合・国保等）

の被保険者

（０歳以上75歳未満の方）

医療機関等

保険料
（原則、年金から天引き）

患者負担
（１割または３割）

後期高齢者の心身の特性に
応じた医療サービス

医療給付等の支給
（９割または７割）

社会保険診療報酬
支払基金

各医療保険者
（健保組合・国保等）

＜一括納付＞

保険料

＜交付＞

後期高齢者医療制度の財源（※１）

高齢者の
保険料１割

後期高齢者
支援金

（若年者の保険料）

約４割

公　費
（約５割）
国：県：市町村
＝４：１：１

①75歳以上（一定の障害がある場合は65歳以上75歳未満）の方が対象となります。
②平成20年３月に新しい保険証（被保険者証）が一人に一枚送付されます。
③医療機関窓口での患者負担は、現在の老人保健と同様に原則１割負担、現役並み所得者は３割負担とな
　ります。
④保険料は、原則、年金からの天引きとなります。保険料は平成19年11月ごろ決定する予定です。
⑤後期高齢者医療制度の運営は、県内全市町村が加入する広域連合が行います。
⑥各種申請等の窓口業務、保険料徴収業務は今までどおり市町村が行います。

茨城県後期高齢者
医療広域連合通信

老人保健制度で医療を受けている方へ

後期高齢者医療制度の６つのポイント

後期高齢者医療制度の運営のしくみ

※１　後期高齢者の医療費のうち、対象となる皆さんが医療機関窓口で支払う患者負担を除いた分を、公費（国、県、市町村）
が５割を負担、現役世代からの支援（若年者の保険料）が４割を負担し、残りの１割を後期高齢者の皆さんから保険料
として納めていただきます。

平成20年４月から新しい後期高齢者医療制度が始まります2

問 合 せ
保険年金課　年金医療グループ（内線141・142）
茨城県後期高齢者医療広域連合　☎029－309－1212
http://www.ibaraki-kouikirengo.ecnet.jp/
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